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金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 3年 3月22日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第20号

金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例等の一部を改正する条例

(金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運常に関する

基準等を定める条例の一部改正)

第 1条 金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例(平成24年条例第46号)の一部を次のように改正する。

目次中「第 4章雑則(第278条) Jを「第 4章雑貝Ij (第277条の 2 ・第278条) J 

に改める。

第 4条第 3項中「行うよう努めなければ」を「行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければ」に改め、同条に次の 1項を加える。

4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第118

条の 2第 1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かっ有

効に行うよう努めなければならない。

第30条中第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

第32条に次の 1項を加える。

5 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景 とした言動であって業務上必要かっ

相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されるこ とを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第32条の次に次の 1条を加える。

(業務継続計画の策定等)
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第32条の 2 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という 。)を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。

第33条に次の 1項を加える。

3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置

等」とし 1う。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね 6月に 1回

以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること 。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること 。

第34条に次の 1項を加える。

2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項

の規定による掲示に代えることができる。

第39条の見出し中「連携」を「連携等」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住す

る利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外

の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

第40条の次に次の 1条を加える。

(虐待の防止)

第40条の 2 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲

げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テ

レピ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催すると

ともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること 。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること 。

(4) 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと 。

第48条中「第20条」を「第20条第 1項」に改める。

第58条中第 8号を第 9号とし、第 7号の次に次の 1号を加える。
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(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

第58条の次に次の 1条を加える。

(勤務体制の確保等)

第58条の 2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供

できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介

護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての

訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第

2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く 。)

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。

4 指定訪問入浴介護事業者は、前項前段の研修には次に掲げる事項を含めるものとす

る。

(1)法第 5条第 3項に規定する施策の包括的な推進に資するための、本市、保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者、地域住民等の活動に関する知識及びこれ

らの者との連携に関する事項

(2) 利用者の人権の擁護及び利用者に対する虐待の防止に関する事項

5 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かっ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害 されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第60条中「第32条」を 「第32条の 2Jに、 「、 第 9条」を「、第 9条第 1項」に、

「第33条」を「第33条第 2項」に改める。

第64条中「第32条」を 「第32条の 2Jに改め、 「、第38条(第 5項及び第 6項を除

く。)、第39条」を削り、 「第41条まで」の次に i (第38条第 5項及び第 6項を除

く。)Jを加え、 「、第 9条」を「、第 9条第 1項」に、 「、第20条」を「、第20条第

1項」に、 「第33条」を「第33条第 2項」に改める。

第78条中第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

第80条中「、第 9条」を「、第 9条第 1項」に改める。

第86条第 5号中「構成される会議」の次に i(テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」

という 。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならない。)Jを加える。

第88条中第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

第90条中「、第 9条」を「、第 9条第 1項」に改める。
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第96条第 2項中「、歯科衛生士又は管理栄養士」を削り、第 4号を第 7号とし、第 3

号の次に次の 3号を加える。

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供さ

れるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス

事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対

し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を

行う 。

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又

は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わな

ければならない。

(6) 前号の場合において サービス担当者会議への参加によることが困難な場合につ

いては、居宅介護支援事業者文は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報

提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

第96条に次の 1項を加える。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。

(1)指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、

利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、

妥当適切に行う 。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は

説明を行う 。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、

利用者に対し適切なサービスを提供する。

(4) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速

やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

第97条中第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

第99条中「、第 9条」を「、第 9条第 1項」に改める。

第108条中第10号を第11号とし、第 9号の次に次の 1号を加える。

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

第109条第 3項中「ならない」の次に「。その際、当該指定通所介護事業者は、全て

の通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項

に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く 。)に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならな

い」を加え、同条第 4項中「前項」を「前項前段」に改め、同条に次の 1項を加える。

5 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点、から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かっ

相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害 されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
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第112条第 2項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲げる措置を

講じなければ」に改め、同項に次の 3号を加える。

(1)当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を

おおむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に

周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること 。

(3) 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること 。

第112条の 2を第112条の 3とし、第112条の次に次の 1条を加える。

(地域との連携等)

第112条の 2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関

する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業そ

の他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同ーの建物に居住す

る利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外

の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

第114条中「第28条」の次に「、第32条の 2Jを加え、 「から第39条まで」を「、第

38条、第40条の 2Jに、 「、第 9条」を「、第 9条第 1項」に改め、 「第 108条」

と、」の次に「同項、第28条、第32条の 2第 2項、第34条第 1項並びに第40条の 2第 1

号及び第 3号中」を加え、 「、第34条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業

者」と」を削る。

第116条中「第28条、」を「第28条、第32条の 2、」に、 「から第39条まで」を「、

第38条、第40条の 2J に、 「。第34条」を「。第34条第 1項」に、 「及び第34条」を「、

第32条の 2第 2項、第34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号」に、 「及び第

109条第 3項」を「、第 109条第 3項及び第 5項並びに第 112条第 2項第 1号及び第 3

号」に改める。

第136条中「第28条」の次に「、第32条の 2Jを加え、 「第39条」を「第40条の 2J 

に、 「、第 9条」を「、第 9条第 1項」に改め、 「第 108条」と、」の次に「同項、第

28条、第32条の 2第 2項、第34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号中」を加え、

「と、第20条」を「と、第20条第 1項」に改め、 「、第34条中「訪問介護員等」とある

のは「通所介護従業者」と」を削る。

第144条中第 9号を第10号とし、第 8号の次に次の 1号を加える。

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

第145条第 2項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲げる措置を

講じなければ」に改め、同項に次の 3号を加える。

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止

-5-
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のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。)をおおむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、通

所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること 。

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業

者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施す

ること 。

第147条中「第28条」の次に「、第32条の 2Jを加え、 「、第 9条」を「、第 9条第

1項」に改め、 「第109条第 3項」の次に「及び第 5項」を加える。

第149条第 1項第 1号から第 5号までの規定中 r1人」を r1 Jに改め、同条第 5項

中「並びに同項第 3号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち 1人」を「のうち 1人

以上は常勤でなければならない。また、同項第 3号の介護職員又は看護職員のうち 1人

以上」に改め、同項ただし書中「この限りでない」を「生活相談員、介護職員及び看護

職員のいずれも常勤で配置しないことができる」に改め、同条第 7項中「第 6項」を

「第 7項」に改め、同項を同条第 8項とし、同条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に

次の 1項を加える。

6 指定短期入所生活介護事業者は、第 1項第 3号の規定により看護職員を配置しなか

った場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又

は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特

別養護老人ホーム等(以下との節において「併設本体施設」という 。)を含む。)と

の密接な連携により看護職員を確保することとする。

第152条第 4項中「当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節に

おいて「併設本体施設」という 。)J を「併設本体施設」に改める。

第165条中第 9号を第10号とし、第 8号の次に次の 1号を加える。

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

第169条中「第27条」の次に「、第32条の 2Jを、 「第41条まで」の次に r(第39条

第 2項を除く 。)Jを、 「第112条」の次に「の規定」を加え、 「第34条中」を「第32

条の 2第 2項、第34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号中」に改め、 「第109

条第 3項」の次に「及び第 5項並びに第112条第 2項第 1号及び第 3号」を加える。

第172条第 6項第 1号ア(イ)中「おおむね10人以下としなければならない」を「原則と

しておおむね10人以下とし、 15人を超えないものとする」に改め、同号ア(ウ)中「。ま

た、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確

保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との聞に一定の隙聞が生じても差

し支えない」を削る。

第179条中第10号を第11号とし、第 9号の次に次の 1号を加える。

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

第180条第 4項中「ならなし、」の次に「。その際、当該ユニット型指定短期入所生活

介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これ
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に類する者を除く 。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならなしリを加え、同条第 5項中「前項」を「前項前段」に改め、

同条に次の 1項を加える。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介

護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景 とした言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活

介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。

第 182条の 3中「、第27条」の次に「、第32条の 2Jを、 「第41条まで」の次に

r (第39条第 2項を除く 。)Jを加え、 「第34条中」を「第32条の 2第 2項中「訪問介

護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短

期入所生活介護従業者」という 。 )J と、第34条第 1項中」に改め、 「同じ。 )J 

と、」の次に「同項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号中」を加え、 「共生型短期入所

生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という 。)J 

と、第109条第 3項」を「共生型短期入所生活介護従業者」と、第109条第 3項及び第 5

項並びに第112条第 2項第 1号及び第 3号」に改める。

第184条第 1項第 1号から第 4号までの規定中 r1人」を r1 Jに改める。

第189条中「、第27条」の次に「、第32条の 2J を加え、 「、第38条(第 5項及び第

6項を除く 。)、第39条」を削り、 「第41条まで」の次に r(第38条第 5項及び第 6項

並びに第39条第 2項を除く 。)J を加え、 「第20条中」を「第20条第 1項中」に、 「と、

第34条」を「と、第32条の 2第 2項、第34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第 3

号」に改め、 「第109条第 3項」の次に「及び第 5項並びに第112条第 2項第 1号及び第

3号」を加える。

第202条中第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

第205条中「第27条」の次に「、第32条の 2Jを、 「第41条まで」の次に r(第39条

第 2項を除く 。)Jを加え、 「第34条中」を「第32条の 2第 2項、第34条第 1項並びに

第40条の 2第 1号及び第 3号中」に改め、 「第109条第 3項」の次に「及び第 5項」を

加え、 「第153条中」を「第145条第 2項第 1号及び第 3号中「通所リハビリテーション

従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第 153条第 1項中」に改める。

第214条中第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

第215条第 4項中「ならなし、」の次に「。その際、当該ユニット型指定短期入所療養

介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これ

に類する者を除く 。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならなしリを加え、同条第 5項中「前項」を「前項前段」に改め、

同条に次の 1項を加える。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介

護の提供を確保する観点、から、職場において行われる性的な言動文は優越的な関係を
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背景とした言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養

介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。

第227条第 6項第 1号中「委員会」の次に I(テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。) Jを加える。

第233条中第 9号を第10号とし、第 8号の次に次の 1号を加える。

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

第234条第 4項中「ならない」の次に「。その際、指定特定施設入居者生活介護事業

者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第

8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じな

ければならなしリを加え、同条第 5項中「前項」を「前項前段」に改め、同条に次の 1

項を加える。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供

を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。

第238条中「第27条」の次に「、第32条の 2Jを、 「第37条」の次に「、第38条、第

40条」を加え、 「第34条中」を「第32条の 2第 2項、第34条第 1項並びに第40条の 2第

1号及び第 3号中」に、 「読み替える」を「、第 112条第 2項第 1号及び第 3号中「通

所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替える」に改める。

第246条中第10号を第11号とし、第 9号の次に次の 1号を加える。

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

第249条中「第27条」の次に「、第32条の 2Jを、 「第37条」の次に「、第38条、第

40条」を加え、 「第34条中」を「第32条の 2第 2項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号

中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第34条第 1項中」に、

「第225条第 2項」を「第112条第 2項第 1号及び第 3号中「通所介護従業者」とあるの

は「指定特定施設の従業者」と、第225条第 2項」に改める。

第258条中第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

第261条に次の 1項を加える 。

6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。)をおおむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具

専門相談員に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること 。

8 



令和3年(2021年)3月22日 第 3035号の6 金沢市 公報

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予

防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するとと 。

第262条中第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉用

具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自向に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることができる。

第264条中「第27条」の次に「、第32条の 2Jを加え、 「及び第 2項」を「、第 2項

及び第 5項」に、 「第 9条中」を「第 9条第 1項中」に改め、 「第258条」と、 Jの次

に「同項、第32条の 2第 2項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号中」を加え、 「、第20

条」を「、第20条第 1項」に、 「第109条第 2項」を「第109条第 1項、第 2項及び第 5

項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第 2項」に改める。

第266条中「第27条」の次に「、第32条の 2Jを加え、 「、第38条(第 5項及び第 6

項を除く 。)、第39条」を削り、 「第41条まで」の次に r(第38条第 5項及び第 6項を

除く 。)Jを加え、 「及び第 2項」を「、第 2項及び第 5項」に、 「、第 9条」を「、

第 9条第 1項」に改め、 「第258条」と、」の次に「同項、第32条の 2第 2項並びに第

40条の 2第 1号及び第 3号中」を加え、 「、第20条」を「、第20条第 1項」に、 「第

109条第 2項」を「第109条第 1項、第 2項及び第 5項中「通所介護従業者」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、同条第 2項」に改める。

第277条中「第27条」の次に「、第32条の 2Jを加え、 「及び第 2項」を「、第 2項

及び第 5項」に、 「、第 9条」を「、第 9条第 1項」に改め、 「第258条」と、」の次

に「同項、第32条の 2第 2項、第33条第 3項第 1号及び第 3号並びに第40条の 2第 1号

及び第 3号中」を加え、 「第 109条第 2項」を「第 109条第 1項、第 2項及び第 5項中

「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第 2項」に改める。

第 4章中第278条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第277条の 2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作

成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、 書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう 。以下この条において同

じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条第 1項(第43条の 3、

第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第 116条、第136条、

第147条、第 169条(第 182条において準用する場合を含む。)、第 182条の 3、第189

条、第205条(第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264

条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)及び第225条第 1項(第249

条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く 。)については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう 。)により行うことができる。

2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という 。)のうち、こ
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の条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについて

は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁

気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう 。)によること

ができる。

(金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正)

第 2条 金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号)の一部を次のように改正する。

目次中「第 4章雑則(第268条) Jを「第 4章雑貝Ij (第267条の 2 ・第268条) J 

に改める。

第 4条第 3項中「行うよう努めなければ」を「行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければ」に改め、同条に次の 1項を加える。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、

法第 118条の 2第 1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適

切かっ有効に行うよう努めなければならない。

第56条中第 8号を第 9号とし、第 7号の次に次の 1号を加える。

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

第56条の 2第 3項中「ならない」の次に「。その際、当該指定介護予防訪問入浴介護

事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これ

に類する者を除く 。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならなしリを加え、同条第 4項中「前項」を「前項前段」に改め、

同条に次の 1項を加える。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。

第56条の 2の次に次の 1条を加える。

(業務継続計画の策定等)

第56条の 2の 2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時にお

いて、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」とい

う。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第56条の 3に次の 1項を加える。

10 
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3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならな

し、。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレ

ビ電話装置等」という 。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね

6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業

者に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること 。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に

対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。

第56条の 4に次の 1項を加える。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

第56条の 9の見出し中「連携」を「連携等」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する

建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場

合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の

提供を行うよう努めなければならない。

第56条の 10の次に次の 1条を加える。

(虐待の防止)

第56条の 10の 2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的

に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底

を図ること 。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備す

ること 。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に

対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 。

(4) 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと 。

第64条中「第56条の 4Jを「第56条の 4第 1項」に、 「第52条の 13Jを「第52条の 13

第 1項」に改める。

第74条中第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

第74条の次に次の 1項を加える。

11 
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(勤務体制の確保等)

第74条の 2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看

護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を

定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介

護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければな

らない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の研修には次に掲げる事項を含めるものとす

る。

(1)法第 5条第 3項に規定する施策の包括的な推進に資するための、本市、保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者、地域住民等の活動に関する知識及びこれ

らの者との連携に関する事項

(2) 利用者の人権の擁護に関する事項及び利用者に対する虐待の防止に関する事項

5 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第76条中「第56条の 2Jを「第56条の 2の 2Jに、 「第56条の 4Jを「第56条の 4第

1項」に、 「第56条の 3Jを「第56条の 3第 2項」に改める。

第84条中第 6号を 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

第86条中「第56条の 2Jを「第56条の 2の 2Jに改め、 「第70条」の次に「並びに第

74条の 2Jを加え、 「第56条の 4Jを「第56条の 4第 1項」に、 「第56条の 3Jを「第

56条の 3第 2項」に改め、 i i設備及び備品等」と」の次に「、第74条の 2中「看護師

等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と」を加える。

第88条第 1号中「構成される会議」の次に i(テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。ただし、利用者文はその家族(以下この号において「利用者等」

という 。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならない。)Jを加える。

第93条中第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

第95条中「第56条の 2Jを「第56条の 2の 2Jに、 「及び第70条」を「、第70条及び

第74条の 2Jに、 「第56条の 4J を「第56条の 4第 1項」に、 「第56条の 3Jを「第56

条の 3第 2項」に改め、 i i設備及び備品等」と」の次に「、第74条の 2中「看護師

等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と」を加える。

第97条第 2項中第 4号を第 7号とし、第 3号の次に次の 3号を加える。

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サー

ピスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは
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介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予

防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供

等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

(5) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提

供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行

わなければならない。

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合につ

いては、介護予防支援事業者文は介護予防サービス事業者に対して、原則として、

情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

第97条に次の 1項を加える。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲

げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に

基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資す

るよう、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように

指導又は説明を行う 。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、

利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

(4) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容につ

いて、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものと

する。

第122条中第 9号を第10号とし、第 8号の次に次の 1号を加える。

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

第122条の 2第 3項中「ならない」の次に「。その際、当該指定介護予防通所リハビ

リテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資

格を有する者その他これに類する者を除く 。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修

を受講させるために必要な措置を講じなければならなしリを加え、同条第 4項中「前

項」を「前項前段」に改め、同条に次の 1項を加える。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより介護

予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害 されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第123条第 2項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲げる措置を

講じなければ」に改め、同項に次の 3号を加える。

(1) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが
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できるものとする。)をおおむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図るとと 。

(2) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビ

リテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施すること。

第125条中「第53条の 3Jの次に「、第 56条の 2の 2Jを加え、 「第56条の 4Jを

「第56条の 4第 1項」に改める。

第131条第 1項第 1号から第 5号までの規定中 r1人」を r1 Jに改め、同条第 5項

前段中「並びに同項第 3号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち 1人」を「のうち

1人以上は常勤でなければならない。また、同項第 3号の介護職員又は看護職員のうち

1人以上」に改め、同項ただし書中「この限りでない」を「生活相談員、介護職員及び

看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる」に改め、同条第 7項中「第 6項」

を「第 7項」に改め、同項を同条第 8項とし、同条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次

に次の 1項を加える。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第 1項第 3号の規定により看護職員を配

置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、

診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事

業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確

保するとととする。

第134条第 1項第 2号イ中「同項」を「同条」に改める。

第140条中第 9号を第10号とし、第 8号の次に次の 1号を加える。

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

第141条の 2第 2項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲げる措

置を講じなければ」に改め、同項に次の 3号を加える。

(1) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。)をおおむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、

介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん廷の防

止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護

従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実

施すること 。

第144条中「第55条」の次に「、第56条の 2の 2Jを、 「第56条の 11まで」の次に

r (第56条の 9第 2項を除く 。)Jを加え、 「、第56条の 4Jを「、第56条の 2の 2第

2項、第56条の 4第 1項並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3号」に改め、 r r第56

条」とあるのは「第140条」と、」を削り、 「とあるのは「介護予防短期入所生活介護

従業者」と」の次に「、第56条の 4第 1項中「第56条」とあるのは「第 140条」と」を、
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「第122条の 2第 3項」の次に「及び第 5項」を加える。

第155条第 1項第 2号イ中「同項」を「同条」に改め、第 6項第 1号ア(イ)中「おおむ

ね10人以下としなければならなしリを「原則としておおむね10人以下とし、 15人を超え

ないものとする」に改め、同号ア(ウ)中「。また、ユニットに属さない居室を改修した

ものについては、利用者同土の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁に

ついて、天井との聞に一定の隙聞が生じても差し支えない」を削る。

第158条中第10号を第11号とし、第 9号の次に次の 1号を加える。

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

第159条第 4項中「ならない」の次に「。その際、当該ユニット型指定介護予防短期

入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く 。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない」を加え、同条第 5項中「前項」を

「前項前段」に改め、同条に次の 1項を加える。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の提供を確保する観点、から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものに

より介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害 されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第166条の 3中「第55条」の次に「、 56条の 2の 2Jを、 「第56条の 11まで」の次に

r (第56条の 9第 2項を除く 。)Jを、 「との場合において」の次に「、第56条の 2の

2第 2項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活

介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」とい

う。)J と」を加え、 「第56条の 4中」を「第56条の 4第 1項中」に改め、 「第 140

条」と、」の次に「同項並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3号中」を加え、 「共生型

介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活

介護従業者」という 。)Jを「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」に改め、 「第

122条の 2第 3項」の次に「及び第 5項」を加え、 「及び第 139条」を「、第 139条並び

に第141条の 2第 2項第 1号及び第 3号」に改める。

第168条第 1項第 1号から第 4号までの規定中 r1人」を r1 Jに改める。

第173条中「第55条」の次に「、第56条の 2の 2Jを加え、 「第56条の 7まで、第56

条の 8 (第 5項及び第 6項を除く 。)、第56条の 9から」を削り、 「第56条の 11まで」

の次に r(第56条の 8第 5項及び第 6項並びに第56条の 9第 2項を除く 。)Jを加え、

「第52条の 13J を「第52条の 13第 1項」に改め、 「基準該当介護予防短期入所生活介

護」と」の次に「、第56条の 2の 2第 2項」を加え、 「第56条の 4中」を「第56条の 4

第 1項並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3号中」に改め、 r r第56条」とあるのは

「第173条において準用する第 140条」と、」を削り、 「介護予防短期入所生活介護従業

者」と」の次に「、第56条の 4第 1項中「第56条」とあるのは「第 173条において準用

する第140条」と」を加え、 「第122条の 2第 3項」の次に「及び第 5項」を加える。

第180条中第 7号を第 8号とし、第 7号の次に次の 1号を加える。
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(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

第183条中「第55条」の次に「、第56条の 2の 2Jを、 「第56条の 11まで」の次に

r (第56条の 9第 2項を除く 。)Jを、 「この場合において」の次に「、第56条の 2の

2第 2項、第56条の 4第 1項並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3号中「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と」を加え、 「第56

条の 4中」を「第56条の 4第 1項中」に改め、 「、 「介護予防訪問入浴介護従業者」と

あるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と」を削り、 「第 122条の 2第 3項」の

次に「及び第 5項並びに第 123条第 2項第 1号及び第 3号」を加え、 「第 135条中」を

「第135条第 1項中」に改める。

第195条中第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

第196条第 4項中「ならなし、」の次に「。その際、当該ユニット型指定介護予防短期

入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く 。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条第 5項中「前項」を

「前項前段」に改め、同条に次の 1項を加える。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予

防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものに

より介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害 されるととを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第213条第 3項第 1号中「委員会」の次に r(テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。)Jを加える。

第214条中第 9号を第10号とし、第 8号の次に次の 1号を加える。

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

第215条第 4項中「ならない」の次に「。その際、当該指定介護予防特定施設入居者

生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く 。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない」を加え、同条第 5項中「前項」を「前項前段」に

改め、同条に次の 1項を加える。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居

者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより介護

予防特定施設従業者の就業環境が害 されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。

第219条中「第55条まで」の次に「、第56条の 2の 2Jを、 「第56条の 11まで」の次

に r(第56条の 9第 2項を除く 。)Jを加え、 「及び第56条の 4Jを「、第56条の 2の

2第 2項、第56条の 10の 2第 1号及び第 3号並びに第56条の 4第 1項」に、 「同条」を
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「同項」に改め、 「第214条」と」の次に「、第 141条の 2第 2項第 1号及び第 3号中

「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは 「介護予防特定施設従業者」と」を加

える。

第233条中第10号を第11号とし、第 9号の次に次の 1号を加える。

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

第236条中 「第55条まで」の次に「、第56条の 2の 2J を、 「第56条の 11まで」の次

に i(第56条の 9第 2項を除く 。)Jを、 「第54条」の次に「、第56条の 2の 2第 2項

並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3号」を加え、 「第56条の 4中」を 「第56条の 4第

1項中」に改め、 「受託介護予防サービス 事業所」と」の次に「、第141条の 2第 2項

第 1号及び第 3号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利

用型介護予防特定施設従業者」と」を加える。

第244条中第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

第247条に次の 1項を加える 。

6 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならな

し、。

(1) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。)をおおむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、福祉

用具専門相談員に周知徹底を図るとと 。

(2) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること 。

(3) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感

染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第248条中第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所

に備え付け、かっ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。

第250条中「第55条」の次に「、第56条の 2の 2J を加え、 「及び第 2項」を「、

第 2項及び第 5項」に、 「第52条の 2Jを 「第52条の 2第 1項」に改め、 「第244条」

と、」の次に「同項、第56条の 2の 2第 2項並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3号

中」を加え「第52条の 13J を「第52条の 13第 1項」に改め、 「サービスの利用」と」の

次に「、同条第 5項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用

具専門相談員」と」を加える。

第255条中「第55条」の次に 「、 第56条の 2の 2Jを加え、 「第56条の 7まで、 第56

条の 8 (第 5項及び第 6項を除く 。)、第56条の 9から」を削り、 「第56条の 11まで」

の次に i(第56条の 8第 5項及び第 6項を除く 。)Jを加え、 「及び第 2項」を「、第

2項及び第 5項」に、 「第52条の 2中」を「第52条の 2第 1項中」に改め、 「第244

条」と、」の次に「同項、第56条の 2の 2第 2項並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3
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号中」を加え、 「サービスの利用」と」の次に「、同条第 5項中「介護予防通所リハビ

リテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加える。

第264条中「第55条」の次に「、第56条の 2の 2Jを加え、 「及び第 2項」を「、

第 2項及び第 5項」に、 「第52条の 2中」を「第52条の 2第 1項中」に改め、 「第244

条」と、」の次に「同項、第56条の 2の 2第 2項、第56条の 3第 3項第 1号及び第 3号

並びに第56条の 10の 2第 1号及び第 3号中」を、 「サービスの利用」と」の次に「、同

条第 5項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と」を加える。

第 4章中第268条の前に次の 1条を加える。

(電磁的記録等)

第267条の 2 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる

者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面

(書面、 書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう 。以下この条

において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第52条の 5第 1

項(第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第 144条(第161条において準用す

る場合を含む。)、第166条の 3、第173条、第183条(第198条において準用する場合

を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場

合を含む。)及び第211条第 1項(第236条において準用する場合を含む。)並びに次

項に規定するものを除く 。)については、 書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するととができない方式で

作られる記録であって、電チ計算機による情報処理の用に供されるものをいう 。)に

より 1Tうことができる。

2 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、

説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という 。)のう

ち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう 。)によ

ることがで、きる。

(金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正)

第 3条 金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例(平成24年条例第48号)の一部を次のように改正する。

目次中「第 4章 雑則(第205条) Jを「第 4章 雑貝Ij (第204条の 2 ・第205条) J 

に改める。

第 4条第 3項中「行うよう努めなければ」を「行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければ」に改め、同条に次の 1項を加える。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たって

は、法第118条の 2第 1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かっ有効に行うよう努めなければならない。
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第 7条第 5項第 1号中「をいう 。」の次に「第49条第 4項第 1号及び」を加え、同項

第 2号中「をいう 。」の次に 「第49条第 4項第 2号において同じ。」を加え、同項第 3

号中 「をいう 。」の次に「第49条第 4項第 3号において同じ。」を加え、同項第 4号中

「をいう 。」の次に「第49条第 4項第 4号において同じ。」を加え、同項第 5号中「を

いう 。」の次に 「第49条第 4項第 5号、」 を加え、同項第 6号中 「をいう 。」の次に

「第49条第 4項第 6号、」を加え、同項第 7号中 「をいう 。」の次に「第49条第 4項第

7号、」を加え、同項第 8号中「をいう 。」の次に 「第49条第 4項第 8号及び」を加え

る。

第32条中第 8号を第 9号とし、第 7号の次に次の 1号を加える。

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

第33条に次の 1項を加える。

6 指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回 ・随時対応

型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景 とした言動であって業務上必要かっ相当な範囲を超えたものにより

定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害 されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第33条の次に次の 1条を加える。

(業務継続計画の策定等)

第33条の 2 指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発

生時において、利用者に対する指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下

「業務継続計画」という 。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。

2 指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回 ・随時対応型訪問介護

看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。

3 指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第34条に次の 1項を加える。

3 指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回 ・随時対応型

訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる

措置を講じなければならない。

(1)当該指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器

(以下「テレビ電話装置等」という 。)を活用して行うことができるものとす

る。)をおおむね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡

回 ・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針を整備すること 。

(3) 当該指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回 ・随時対
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応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること 。

第35条に次の 1項を加える。

2 指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した

書面を当該指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かっ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。

第40条第 1項中「協議会」の次に r(テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第61条の 17第 1項及び第89条

において「利用者等」という 。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。)J を加える。

第41条の次に次の 1条を加える。

(虐待の防止)

第41条の 2 指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再

発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための

対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回 ・随時対応型訪

問介護看護従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 当該指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための

指針を整備すること 。

(3) 当該指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回 ・随時対

応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 。

(4) 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと 。

第49条第 1項第 1号中「専 ら」及び「とする。ただし、利用者の処遇に支障がない場

合は、オベレーターは、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地

内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所の職務

又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。」を削り、

同項第 2号中「とする。」を削り、同項第 3号中「専ら」及び「とする。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は

同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務に従事することができる。」を削り、同条に次の 5項を加える。

3 オベレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一

敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所

の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある

場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定に

かかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所
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